
平成23年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成23年６月22日（水） 

                                           

   

（午前９時30分 開議） 

○議長（井上勝彦君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は22人で全員でありま

す。 

                     

○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において４番 楠本君、

22番 中本正人君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（井上勝彦君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番15、11番 土井君。 

〔11番（土井裕美子君）登壇〕 

○11番（土井裕美子君）皆さんおはようござ

います。一般質問三日目でございます。今し

ばらくお付き合いください。 

 まず、東日本大震災において命を落とされ

た方々のご冥福をお祈りするとともに、行方

不明者の方々が一日も早く発見されますこと、

そして、今なお避難所生活を余儀なくされて

いる方々が、一日も早く生活の見通しが立て

られますことをお祈りいたします。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、通告に従いまして一般質問をさせてい

ただきます。 

 今議会におきましても、何人もの同僚議員

が震災・防災関連について取り上げていらっ

しゃいますけれども、私も、やはりこれを絶

対に外すことはできないなという思いで、今

回の私の１番目の質問も、防災対策と被災者

支援システムの導入についてでございます。 

 ３月11日、東日本を襲った大地震の脅威は、

３カ月以上たった今なお、私の脳裏に鮮明に

焼き付いています。あまりにも突然に、愛す

る人や物、そして家やまち、仕事などすべて

を一瞬にして失った悲しみは、本当に察する

に余りあるものがあります。このような未曾

有の大震災において、私たち人間はあまりに

も大きな自然の力の前に多くの犠牲を払うこ

ととなりました。 

 ６月20日現在でも、死者は１万5,467人、行

方不明者は7,482人、避難所生活を余儀なくさ

れている方々の数は９万人近くにも及びます。

そして、今なお瓦れきの撤去は遅々として進

まず、行方不明者の捜索は時間の経過ととも

に難しくなっているのが現状です。 

 しかしながら、私たちはこの大きな悲しみ

を乗り越えて、震災から一日も早く復興する

べく、この震災を日本全体の問題としてとら

え、被災者の方々と痛みを共有しつつ、これ

からも長く支援をしていかねばなりません。

そして、この大震災での教訓を我が橋本市で

も生かしていくべきと考えます。 

 ６月９日、政府の地震調査委員会は、将来

起きる地震の規模や確率の予測手法を改める

と発表いたしました。それによりますと、調

査委員会は、今までは同じ場所で同規模の地

震が繰り返し起きるという前提をもとに、将

来起きる地震の規模や発生確率を予測してき

たが、今回起きた東日本大震災のマグニチュ

 －135－



ード９の巨大地震の発生を予測できず、この

反省を踏まえ、大きな揺れや津波を起こす海

溝型地震の予測手法を改めることにした、と

いうものです。そして、今年秋頃には、三陸

から房総沖で起きる地震の予測を改定。また、

来年の春頃までには、東海・東南海・南海地

震が起きる南海トラフの予測を見直すという

ものです。 

 この調査委員会が発表する地震の規模の予

測は、すなわち中央防災会議や各自治体が立

てる防災計画の前提となるもので、想定が大

きくなると防災計画自体の見直しや変更も必

要になってまいります。今現在でも、各自治

体におきましては、この震災の後、今まであ

った防災計画の見直しを進めているところも

多くございます。本市におきましても、早急

に進めていかねばならない問題と認識をして

おります。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。 

 ①本市における備蓄食料と備蓄飲料水の量、

その分量の根拠となった被害想定人数と想定

日数は。また、それが備蓄されている倉庫と

その場所、分量について当局は適切とお考え

ですか。 

 ②市内に何箇所かの上水道の給水池があり

ますが、その貯水量はどのくらいで、また、

それを災害時に使うための給水システムなど

は考えられていますか。 

 ③災害時要支援者の登録が勧められていま

すが、現在の状況と災害時における具体的な

支援内容はどのようになっていますか。また、

自主防災組織との連携は不可欠ですが、市と

しては具体的にどのような形で連携をしてい

るのですか。 

 ④本年10月に、合併後はじめての防災訓練

が実施される計画ですが、どのようなコンセ

プトで開催されるのですか。また、実施にあ

たり、市民との協働は不可欠と考えますが、

市民の参加や地域との連携についてはどのよ

うにされるのですか。今後は、地区別や小・

中学校単位での防災訓練も必要と考えますが、

当局のお考えをお聞かせください。 

 ⑤現在、本市においては避難者を支援する

サービスとして、橋本市住民基本台帳カード

の利用に関する条例の第２条第４項で、避難

者情報を支援するサービスが提供されること

になっていますが、そのサービスの利用者数

と避難者の総数に対する割合の想定、ランニ

ングコストについてお教えください。また、

それは有事の際には有効に機能するとお考え

ですか。 

 ⑥被災者支援システムは、阪神・淡路大震

災で甚大な被害を受けた兵庫県西宮市が、被

災者のために必要な支援策を集約し開発した

システムです。現在は、総務省所管の財団法

人地方自治情報センター（ＬＡＳＤＥＣ）が

管理し、導入希望の地方自治体に無償で提供

しているというものです。本市においても、

平時よりこのようなシステムを構築しておく

ことこそ重要と考えますが、当局のお考えを

お聞かせください。 

 次に、２番目の質問は、産業振興条例制定

の進捗状況についてでございます。 

 私たちの日々の暮らしを支える地域経済は、

地域の産業によって維持され、その産業を発

展させていくことが市民生活の向上にもつな

がってまいります。近年、目まぐるしく変化

する社会状況の中で、地域産業の安定した発

展に向け、今こそ市民、事業者、行政の協働

による施策に取り組むことが本市にとっても

急務と考えます。そして、そのためにも、こ

の産業振興条例の策定は大変重要な役割を果

たすものと考えます。 

 平成21年９月議会と、平成22年３月議会に

おきましても、同僚議員の質問に対し市当局

は、「この条例制定の必要性を十分に認識し、
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先例地を調査研究し、できるだけ早い時期に

協議会を立ち上げ、制定に向け取り組んでい

きたい。」とご答弁をされましたが、現在の進

捗状況と今後のタイムスケジュールをお聞か

せください。 

 これで私の１回目の壇上よりの質問を終わ

ります。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（那須浩二君）登壇〕 

○総務部長（那須浩二君）おはようございま

す。土井議員の防災対策と被災者支援システ

ムの導入についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の、本市の備蓄食料と備蓄飲

料水についてですが、本市の現有備蓄量は、

非常食が7,500食、ペットボトル飲料水が

2,856本です。 

 本市が備蓄の基準としている地震被害想定

は、東海・東南海・南海地震同時発生による

震度６弱以上の揺れを予測し、備蓄食料は一

時住居制約者（避難所生活者1,883人と避難所

外避難者1,014人）約2,900人の本市常住の避

難者と市外からの避難者（帰宅困難者）約

3,100人をあわせた約6,000人の一日３食分、

１万8,000食、飲料水１万2,000本を食料の備

蓄目標としており、現有数では不足していま

すので、備蓄目標を上回るまで計画的に購入

していきたいと考えています。 

 なお、備蓄倉庫の場所につきましては、５

番議員のご質問でお答えいたしましたとおり、

橋本中学校、紀北工業高等学校、向島防災セ

ンターの３箇所に分散して配置しています。

今後も分散備蓄については、地域性を考慮し

て計画的に進めたいと考えています。 

 次に、４点目の、本年10月に開催する総合

防災訓練のコンセプトと、市民の参加、地域

との連携、今後の防災訓練の必要性について

ですが、市町合併後、はじめて実施する総合

防災訓練については、地域・市民の参画をコ

ンセプトに実施を予定しており、関係機関を

集めた総合防災訓練の説明会を６月１日に実

施したばかりです。これから各関係機関と調

整し、地域・市民の参画した訓練を実施する

予定です。 

 また、今後の訓練では、地区別や小・中学

校区別に、地域の自主防災組織などと協働し

た防災訓練も必要と考えております。 

 次に、６点目の被災者支援システムの構築

についてですが、議員おただしのシステムは、

実際に阪神・淡路大震災で被災した西宮市が

被災者支援を円滑に実施するため、情報シス

テム担当者が短期間に開発したシステムで、

救済、復旧・復興業務において大きな力を発

揮したと伺っております。また、このシステ

ムは被災者の台帳管理、被災証明の発行、避

難所、仮設住宅の管理といった機能があり、

本市といたしましても被災者支援のための仕

組みづくりは必要と考えておりますので、そ

の仕組みづくりの一助として、被災者支援シ

ステムの導入について関係部局と協議し、検

討を進めてまいりたいと考えます。よろしく

お願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）上下水道部長。 

〔上下水道部長（鈴江利夫君）登壇〕 

○上下水道部長（鈴江利夫君）続いて、２点

目の、市内に何箇所かの上水道配水池があり

ますが、その貯水量はどのくらいで、また、

それを災害時に使うための給水システム等は

考えられていますか、とのご質問にお答えし

ます。 

 現在、橋本市上水道用の配水池は35箇所、

上水池は４箇所で、配水施設の合計は39箇所

であります。また、その合計貯水容量は最大

約４万㎥であります。 
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 次に、それを災害に使うための給水システ

ム等は考えられていますか、についてですが、

本市災害時の給水システムとしましては、飲

料水及び生活用水の確保が困難となった地域

に、臨時給水場所を設置して、配水池等で貯

水された上水を給水車等で移送し、応急給水

することになります。応急給水に必要な上水

の確保につきましては、災害時において上水

の確保ができる給水拠点となる配水池に、配

水管の破損による上水の流出防止対策として、

配水池に接続している配水管に設置する緊急

遮断弁を現在２箇所設置しております。その

貯水量は約2,000㎥です。なお、橋本浄水場で

の貯水量は約5,000㎥であり、合計7,000㎥の

上水が確保されております。よって、橋本市

地域防災計画の給水計画においては、災害発

生から３日目まで、３日間の飲料水、１人一

日３ℓと災害発生４日目から10日目までの７

日間の最低限の飲料水を含む生活用水１人一

日20ℓを確保することになり、被災後10日間の

必要水量は約１万㎥になります。今後は、緊

急遮断弁３箇所で不足水量を確保するため、

遮断弁の増設等の整備を図ってまいりたいと

考えております。 

 審査会においては、誓約書の提出を求める

ことなど条件が付せられましたが、災害時に

おける要援護者の支援を円滑に行うため、要

援護者の個人情報を本市と民生委員・児童委

員が共有することは必要であり、本人同意が

得られていない場合であっても、人命尊重の

観点から、その公益上の必要性が認められま

した。 

 現在、その諮問結果を受け、橋本市災害時

要援護者として登録している情報や、橋本市

社会福祉協議会が民生委員・児童委員を通し

て情報の収集を図っているひとり暮らしの高

齢者、身体障がい者、その他支援を要する方

の情報や、また、県から提供される特定疾患

医療受給者や小児慢性特定疾患児の情報など、

本人同意が得られている情報に加え、要介護

認定者や身体障害者手帳１・２級、療育手帳

Ａ１・Ａ２をお持ちの方など、本人同意を得

ていない要援護を必要とされる方の情報を突

合して、地区別要援護者情報を作成している

ところです。今後、本人同意を得ている情報

については、情報整理ができた段階で、自主

防災組織への情報提供を行っていきたいと考

えています。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。  なお、災害時要援護者として登録された方

への具体的な支援については、防災行政無線

等でお知らせする各種気象情報や避難情報、

避難所開設情報のほか、土砂災害の前兆現象

など危険を察知した場合には、要援護者の自

宅に電話したり直接訪問して、地域で決めた

一時避難場所や市指定避難施設まで安全に避

難誘導を行う、また、自力での避難が難しい

要援護者については、消防団員や他の住民等

と協力して、車いすや担架で搬送を行うほか、

避難誘導に至らなくても、要援護者名簿をも

とに安否確認を行うことなどを想定していま

す。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）防災対策につ

いての３点目の、災害時要援護者の登録につ

いてお答えさせていただきます。 

 平成18年度から、災害時要援護者登録制度

を実施していますが、いわゆる登録希望者の

みの手上げ方式であることや、広報紙を主な

媒体としたＰＲ方法だけではなかなか登録者

数が増えないことから、平成22年度に橋本市

個人情報保護審査会を開催していただき、本

人同意のない要援護者の個人情報を民生委

員・児童委員と共有（収集・提供）すること

について意見を求めました。  今後、こうした内容の具体化について、早
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急に取りまとめを行っていきたいと考えてい

ます。 

○経済部長（岡松克行君）続いて、産業振興

条例の進捗状況と今後のタイムスケジュール

についてお答えいたします。 ○議長（井上勝彦君）市民部長。 

〔市民部長（井浦健之君）登壇〕  平成21年９月議会及び平成22年３月議会に

おいて、井上議員から一般質問をいただき、

「早期に産業振興条例検討委員会を立ち上げ、

条例制定の調査研究を行い、前向きに取り組

むこと」の答弁をいたしました。しかし、現

在、その取り組みが遅れていることを、まず

はおわび申し上げます。 

○市民部長（井浦健之君）防災対策の５点目

の、本市における避難者を支援するサービス

についてお答えします。 

 現在、本市では、住民基本台帳カードを利

用した多目的利用の中で、避難者情報を支援

するサービスを行っております。平成23年４

月末現在の住民基本台帳カードの運用件数は

1,284件で、そのうち避難者情報を支援するサ

ービスの利用登録をされている件数は1,167

件となっています。これは、市人口に対して

約1.9％の方がご利用されていることになり

ます。 

 条例制定に向けての現在の進捗状況は、原

課で先進地である他市の振興条例を調査研究

し、条例素案の作成や産業振興条例検討委員

会の委員の選定を進めているところでござい

ます。なお、選定委員については、市議会、

市内の経済関係団体、学識者として和歌山大

学関係者を考えています。また、市民消費者

からの選定も現在検討しているところでござ

います。 

 住民基本台帳カードを申請される方のほと

んどが、運転免許所等を持っていないため、

公的身分証明書のかわりとするために、避難

者情報を支援するサービスなど多目的利用サ

ービスの利用登録をされているのが現状です。

なお、多目的サービスを利用するために住民

基本台帳カードを交付するときは、手数料は

無料としています。また、この避難者情報を

管理するシステムに係るランニングコストに

ついてですが、年間47万2,500円の保守料がか

かっております。 

 また、産業振興条例は制定してからの取り

組みが大切であることから、行政としての役

割を整理、検討しているところであります。

本市では、できる限り早期に検討委員会を立

ち上げ、本年度中の条例制定に向けて取り組

んでまいりますので、ご理解を賜りますよう

お願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君、再質問

ありますか。  本市の地震発生被害での避難所生活者は、

1,883人と想定しておりますが、その方たちの

中で、何人住民基本台帳カードを保持してい

るか、また、携帯して避難する人が何人いる

か、割合は想定できません。 

 11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ありがとうございま

した。 

 私も、平成22年９月議会でも、この防災の

問題については質問をさせていただきました。

そのときには、情報の収集が大事であるとい

うことを中心にやらせていただいたわけです

けど、今回は、またちょっと視点を変えまし

て、主婦の目線で、やはり災害が起こってか

ら避難をしたときに、一番今回の大震災でも

 以上のことから、災害が発生した緊急時に、

住民基本台帳カードを活用してリアルタイム

で避難者情報を提供・共有することは難しい

と思われます。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

〔経済部長（岡松克行君）登壇〕 
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お困りになったのが水の確保であるとか、食

料とか、毛布であるとか、そういう日々の生

活に必要なものがすぐには届かなかったとい

うような情報が入っておりましたので、我が

市ではどのようになっているのかなというこ

とで、今回お尋ねをさせていただきました。 

 今のところマグニチュード8.6が想定で、想

定震度に関しては６弱を想定していらっしゃ

るということでございますけれども、多分こ

れは、先ほど申し上げましたように、マグニ

チュードが最大級の9.0になれば、必然的に想

定震度の６弱というのはもう少し上になるの

かなというふうには思っておりますけども、

今回はちょっとそれも踏まえて、震度６弱の、

今の現在の想定の中での備蓄食料・水のこと

について、ちょっと質問をします。 

 被災想定人数が約6,000人、一日分はこの防

災計画の中にも書いてございますように、避

難者の一日分に相当する食料を備蓄の目標と

した公的備蓄を行うということが、きっちり

と今の防災計画には明記されてございます。

今聞かせていただきましたら、食料は１万

8,000食必要でありますけれども7,500食の備

蓄食料、水に至りましては、１万2,000本の水、

これは、ここの防災計画の中に書いてござい

ますところによりますと、1.5ℓのペットボト

ルで１万2,000本。先ほど部長がご答弁いただ

きました本数は2,856本のペットボトルです

が、これはもちろん1.5ℓのペットボトルでし

ょうか。その辺の、何ℓ入りのペットボトルか

というお答えがきっちりなされていなかった

ので、お答えください。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君の再質問

に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）申しわけございま

せん。本市の備蓄ということで、先ほど2,856

本ということで申し上げさせていただきまし

たのは、現在、市のほうで備蓄しております

のは0.5ℓということでございます。といいま

すのは、今回の大震災に、市のほうから1.5ℓ

のペットボトル720本を被災地のほうに搬送

しておりまして、今残っておりますのが2,856

本の0.5ℓの分でございます。これは被災者に

対して、一人ひとりにお配りするときに、1.5

ℓという大きなものと小さなものということ

の考え方で、現在残っておりますのは0.5ℓの

分です。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ちょっと、えって皆

さん、多分耳を疑ったのではないかなと思う

んですが、私も最初はちょっとびっくりいた

しました。今回の大地震で、同僚議員も申し

上げられてましたように、橋本市でもやはり

市を挙げての同じ痛みを分かち合うべきだと

いうことで、どんどん支援物資などを運ぶと

いうのは本当にすばらしいことで、私も特別

委員会などを立ち上げて、どんどん支援をし

ていかねばならないというふうに考えており

ますけれども、でも、今このときも、もしか

したら地震が起こるかもしれないわけですよ

ね。その中で、本来であるならば1.5ℓのペッ

トボトルが１万2,000本必要であるにもかか

わらず、今現在備蓄をされている水の本数は、

0.5ℓって500mℓでしょう。500mℓのペットボト

ルが2,856本しかないと。これは大変なことな

んじゃないかなというふうに思います。 

 計画的に順次目標に合うように入れていく

というようなご答弁でございましたけれども、

そういう悠長なことを言っていていいんでし

ょうかね。だいたい、お金がかかるのは重々

承知でございますけれども、市民の命を守る

という観点に立ちましたら、まず、この水と

いうのが一番大切やというふうに、どんな震

災の場面でも言われておりますし、紀の川は
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幸いとうとうと流れをたたえて流れておりま

すが、その紀の川もはんらんをしたりである

とか、どのような状況になって、水が、飲料

水が使えないという場面になるかもしれませ

ん。想定外でしたというような言葉を、今後

は絶対に使うべきではないと思いますので、

想定外ということがないような形で、行政と

しては、市民に対する最低限の公的な援助と

いうのをしていく必要があると思うのですけ

れども、だいたい水の確保というのは、何カ

月というか、何年ということはないでしょう

ね。だいたい１万2,000本に近づけるような計

画というのは、具体的にはないんですか。そ

の辺のお答えをいただきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）お答えさせていた

だきます。 

 現在、水につきましては、1.5ℓを700本、0.5

ℓ１箱24本入りですので、60ケースということ

の1,440本、1,770ℓということで発注を行って

おります。ということで、先ほど備蓄目標１

万2,000本、1.5ℓということですので、目標と

しては１万8,000ℓということになるわけなん

です。その中で計画的に備蓄を進めてまいり

たいということで、現在発注しておりますの

が1,770ℓということでございます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）計画的にはわかるん

ですけど、早急にやってほしいので、だいた

いそれはあれですか。業者が水が足らないか

ら来てないということなんですか。予算付け

とかはされているんですか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）確かに備蓄は早急

にすべてを保存していかなければなりません。

そのようには考えております。ただ、食料に

しろ、水にしろ、これを言いますと、また悠

長なということを言われるかもわかりません

が、賞味期限ということもございます。そう

いう中で、当面、災害時の飲料水の水源に関

しましては、先ほど上下水道部長のほうから

もお答えさせていただきましたように、市の

施設を水源とするということもございます。

その中で、計画的な購入という形で進めてま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）水というのは本当に

命にかかわるものなので、きっちりと、早急

に、できるだけ早急に水の備蓄の確保を進め

ていってください。 

 もちろん、部長がおっしゃいますように、

私も給水池からの給水システムがあるのがわ

かっていて、２番の質問をわざわざ入れてい

るわけでございます。これも、しかしながら、

上下水道部長が申しましたように、足らない

部分があるので緊急遮断弁の３箇所の増設を

考えておるということでございましたので、

だから本当に、今、きょう、この後何分後か

にどんな大地震が来るかもわからないという

ことでございますので、本当に一刻も早く水

の確保をよろしくお願いしたいと思います。 

 もう一点、備蓄倉庫の話ですが、これは先

日にも５番議員が、学校が緊急拠点の避難場

所になっておるので、その場所におのおの備

蓄倉庫があれば良いのではないかということ

で、そのように順次進めてまいりますとご答

弁をいただきましたけれども、本当に一刻も

早くしてください。 

 なぜかといいますと、ハザードマップ、こ

れは全家庭に以前配られたと思いますが、こ

の地図を見てどの方も思われるのが、浸水の

色が塗ってある水色のところに防災の倉庫が

あるやないかと。備蓄の倉庫があるやないか

と。水、ここつかったら、これ、どないする
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んよというお声を市民の方々から多く聞いて

ございます。地震だけでなく洪水ということ

を橋本市では想定しておるところでございま

すので、橋本中学校も大分低い位置にござい

ますし、向島の防災センターも若干低いとこ

ろにあるので、水色の範囲に入っているので

はないかなというふうに考えます。 

 新しく橋本高校ときのかわ支援学校等にも

備蓄倉庫をつくるということでございました

けれども、きのかわ支援学校も若干低い場所

にあるので、もう少し高台の、それこそ想定

外のような震度の地震が起こったとしても、

洪水とか水につかったりしないような場所で、

橋本市に住んでいらっしゃる市民の方々が、

行政からの配給システムが滞ったとしても、

その自主防災組織が、そこの避難場所の学校

なり場所なりで、自分たちが備蓄食料なりを

出して、自分たちで何らかの形で避難所を運

営していくことができるようなシステムを、

いち早く構築していただきたいと思います。

これはもうご答弁いただいてますので、要望

という形で結構でございます。 

 それと、食料についてなんですが、橋本市

では、今、アルファ米を備蓄されているわけ

ですね。これがアルファ米。これ、皆さん食

べていただいたことがあるかと思いますが、

これは皆、水が必要なんですよね、部長。水

をこれに入れて60分待つ、もしくはお湯を沸

かして入れると15分でふっくらと、割合これ、

おいしいものなんですが、水があまり確保で

きてないのに、水を使うようなラーメンであ

るとか、アルファ米ばかりが7,500食備蓄して

あるということで、ちょっと私も驚いたんで

すが、これが悪いとは言ってませんよ。 

 ちょっといろいろ調べてみましたら、提案

ですが、きのう、部長それから議員の皆さま

方には、３時のおやつに一口だけですが試食

をしていただいたんですが、こういうロング

ライフのパンというのが今発売されているん

ですよね。これはこのままで５年間もちます。

常温で。それで、100ｇで444キロカロリーの

カロリーがございます。食べていただいたら、

おいしかったなと皆さん割と、何人かの方は

言っていただきました。これですと水も使わ

ずに、これで１食分の何とかカロリーが摂取

できて、非常時には大変有効に役立つのでは

ないかなというふうに思います。私、これを

別にセールスするわけではございませんので、

こういういいものも最近出ましたよというご

提案でございますので、一回、これは参考に

していただいて、こういうなんもあるので、

ちょっと研究していただけますか。 

 ちなみに、こっちのアルファ米は281キロカ

ロリーしかないんですね。これは444キロカロ

リーなので。部長一人の裁量では決めかねる

と思いますが、いかがですか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）先ほど、ハザード

マップのお話もいただきました。確かに、災

害にはいろんな災害がございます。地震もあ

れば水害、地すべり等のいろんな災害があり

ますので、分散しての備蓄ということでお答

えもさせていただいているとおり、進めてま

いりたいと思います。 

 ただ今の食料のほうの備蓄の品数、いろん

なのがございます。市もアルファ米に固執し

ておるわけではございませんので、乾パンと

かいろいろもございますので、それらも含め、

食料の備蓄、いろんなものの備蓄をして検討

してまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ほかの備蓄食料もあ

るのも重々承知しておりますので、ぜひこれ

も検討材料に入れてください。 

 ちょっと時間がないので急ぎます。 
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 ２番は、先ほど部長おっしゃっていただい

たように水が足りませんので、どうぞ上下水

道部長、緊急遮断弁をいち早くつけていただ

いて、ペットボトルで水が備蓄してなくても、

給水システムをきっちりと確立していただい

て、市民の方が水の供給に困らないようにお

願いをいたします。これは要望で結構です。 

 ３番に入ります。３番は、これは４番議員

も質問等の中で言っていただいてますので、

まだまだ要支援、災害時の援護者支援プラン

というのがこれから、いつ頃とは言えないけ

れども、できるだけ早くつくりますという上

田部長のご答弁でございましたので、本当に

できるだけ早くつくってください。 

 そして、自主防災組織の中でも、どこのだ

れが困っているから助けに行かなあかんでと

いうような、自主防災組織との連携をいち早

く進めていただきたいと思います。その辺の

ご決意だけお願いします。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）そのようにさ

せていただきます。一日も早く、災害はいつ

やってくるかわかりませんので、早急に取り

組んでまいります。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）よろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

 それでは４番の防災訓練ですが、これは、

議会としても予算402万円を今年度予算で通

しておりますので、合併後はじめての大規模

な総合訓練というふうに考えております。費

用の面はかかってもいたし方ないと思います

けれども、やはりできるだけ多くの市民の方

にお知らせをいただいて、参加は全員という

のは無理だと思いますけれども、参加されて

いる市民の方だけでなく、広報をしっかりし

ていただいて、これが行われるのは南馬場緑

地ですかね。本当にいっぱいの方が見に来て

いただけるような、そういう広報活動をしっ

かりとして、実のある防災訓練にしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをい

たします。これも、ちょっと時間がないので

進みます。 

 次、５番目と６番目、これは一緒にさせて

いただきます。被災者の支援システムという

のがごさいまして、これをある新聞で読みま

して、大変いいシステムだなと。橋本市も取

り上げてほしいなということで調べておりま

したら、５番目の質問にあります、住民基本

台帳カードの中に避難者の情報を支援するサ

ービスというのが条例の中にございましたの

で、これでやっていけるのかなという形で５

番目を問題にしたわけです。質問にしたわけ

ですが、部長の答弁をいただきましたところ

によりますと、あれは住民基本台帳カードを

持って逃げないと機能しないという、そうい

う認識でよろしいですね。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）おっしゃられると

おりです。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）わかりました。とい

うことは、そんな、いつもポケットに住民基

本台帳カードを入れているわけはないので、

現在のところではあまり機能していないとい

うことですね。48万円ですか、47万2,500円と

いうのは、それは住民基本台帳カードのみに

かかるランニングコストですか。それとも、

被災者情報を支援するサービスのみにかかる

ランニングコストですか。その辺のところを

ちょっとお聞かせください。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）住民基本台帳カー

ドの、いわゆる保守料に必要とされるランニ

ングコストでございます。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 
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○11番（土井裕美子君）わかりました。住民

基本台帳カードは必要ですよね。総務省から

も推奨してやっていきなさいということで、

それをなくすわけにはまいりませんので、そ

れはいたし方ないとして、じゃあ、被災者を

支援するサービスにはあまり効果的ではない

ということで、そうしますと、この⑥の被災

者支援システムというのが今後絶対に必要に

なってくるわけでございます。 

 総務部長からも、割と詳しめにやっていた

だきましたけども、これは災害が起こったと

きに、災害が起こった後に罹災証明というの

が絶対必要なんですね。義援金をもらったり、

それからいろんな形の、生命保険であるとか、

いろんな書類手続きをするときに罹災証明と

いうのがないと、生活の基盤がなかなか立て

直していくことが難しいと。 

 今、大震災の中でも、被害があまりにも甚

大過ぎて、被害状況を掌握するのに時間がか

かって、それぞれのシステムのデータを統合

するのにあまりにも時間がかかって、罹災証

明が発行しにくいという状況になっていると

いうことがいろんな新聞でも載っております

が、現在、橋本市では住民基本台帳と家屋台

帳というのは、これは一元化されているんで

すか、いないんですか。その辺、ちょっと教

えてください。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）一元化されており

ません。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ということは、罹災

証明を発行するときには、住民基本台帳と、

そして家屋台帳を統合し、なおかつ被災状況

の資料、データを、この三つのデータを統合

するところから罹災証明の発行というのがで

きて、しなければならないわけですね。それ

を一本化した、一元化したシステムが、この

被災者支援システムなんですよね。ですから、

ぜひともこれは平時のときに導入していただ

きたいと思います。震災後は、このシステム

を導入した自治体は約300自治体にのぼると

言われています。 

 この、ＬＡＳＤＥＣのところでやっている

のですが、一応、オープンソース化されてい

ますので、ＣＤ－ＲＯＭで来る部分について

無料でございますのでね。ここで一から立ち

上げようとしたら何千万円、何百万円も要る

かもしれませんけれども、すぐに導入しても、

導入した自治体の情報によりますと、サーバ

ー運用、運用稼働サーバー代、それから無停

電電源装置代で約40万円程度、そして、デー

タを打ち込まないといけませんので、データ

を統合したりする人的費用、これは民間委託

をされてもだいたい30万円から40万円。合計

だいたい80万円ぐらいで、このシステムは即

時に導入できるということでございますので、

災害の発生時は、まず人命救助が最優先。し

かしながら、人命救助が行われたその後は、

住民の生活のきめ細かいケアというのが必要

でございますので、被災者に対する支援、一

刻も早く支援できるような形を、行政が平時

の間からとっていくのが大変重要だと考えま

す。それが100万円ぐらいでできるのであるな

らば、ぜひともそれは、このシステムは活用

していただきたいと考えておりますが、市長、

いかがでしょうか。この、何も災害の起こっ

てない状況の中で被災者支援システムを導入

していくという、市長のお言葉があればすぐ

に導入できると思うんですが、いかがなもの

でしょうか。 

○議長（井上勝彦君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）土井議員の再質問にお

答えしたいと思います。 

 非常におとといから災害の問題が焦点で、

－144－ 



多くの方の建設的な意見が出されておるわけ

でございますので、ただ今のことにつきまし

ても、一回内部で十分検討して、コストの面

もございますし、総合的に間違いのない、私

はいつも市民の安全・安心ということがモッ

トーで、最初からそれを中心にやってきたわ

けでありますので、そういう中で、一回十分

検討をさせていただきたい。そういうことで

あります。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ぜひとも前向きに検

討していただいて、常々市長がおっしゃって

いらっしゃる、安心・安全のまちづくりにつ

ながることでございますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。 

 それでは、第２項目めの産業振興条例制定

の進捗状況のほうに移らせていただきます。 

 まず、最初、しょっぱなからおわびされま

したので。そうですよね、平成22年の３月の

議会のときに、本年度中に何とかという当時

の部長のご答弁がございまして、まだ平成23

年度になっても全くの動きが見えないという

ことで、私もこの質問をさせていただきまし

た。 

 議長がずっとこの質問を継続的に続けてい

らっしゃったわけですが、今回、議長ですの

で質問することができませんでしたので、私

が受け継がせていただいてやっているわけで

ございますが、先例地を視察されたというふ

うにお伺いしておりますが、どこの場所に行

ってこられて、また、それを受けて、その場

所の条例を見られて、今度橋本市に帰った場

合に、橋本市でどのような特色のある条例を

つくろうというふうに考えていらっしゃいま

すか。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）先進地の視察につ

いて、今後、また特徴的なことということの

中で、お答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 県内では田辺市、県外では三重県の名張市

に先進地調査に行ってまいりました。両市と

も条例に係る目的や基本方針は共通する内容

となっておりますが、田辺市は商工業に、名

張市は商業に絞って条例を制定されているの

が特徴でございます。 

 本市といたしましては、商工業だけでなく、

農業や観光等も取り入れた、産業全般を対象

とした産業振興条例を制定していきたいと考

えております。 

 また、名張市の条例は市の責務、事業者の

責務とともに、市民の協力についても明記さ

れているのが特徴でございます。本市もこれ

を参考といたしまして、事業者自らの創意工

夫、自助努力の中で、事業者と行政、市民が

協力する総合的なまちづくりのための条例を

制定したいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。ぜひ、橋本市の地形、それから産業全般

の特徴をしっかりと調査研究されまして、で

きるだけ早い時期に橋本市独自の産業振興条

例を策定していただきたいと思いますが、ま

ず、検討委員会を立ち上げるということでご

ざいまして、そのメンバーを先ほど、市議会、

学識経験者、事業者、ＪＡ等々と、ＪＡも入

っているかとは思うんですが、その検討委員

会のメンバーを、もう一度詳しく言っていた

だきたいということと、その中に、ぜひとも

私は、消費者の代表としては女性を登用して

いただきたいなというふうに考えているんで

すけども、その辺のお考えは。あまり時間が

ないので端的に。 

○議長（井上勝彦君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）端的にご答弁をさ
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せていただきたいと思います。 

 委員会の構成は、先ほど答弁させていただ

きましたとおり、市議会、商工会議所、商工

会、ただ今言われたＪＡ等の経済界からの代

表と、学識経験者といたしまして和歌山大学

の教授を考えております。その中で、女性の

登用という形の中で、市民・消費者代表とし

て、行政にかかわる女性団体から２名程度の

代表を構成員として考えています。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。なかなか事業者代表とかということであ

れば男性というふうになってしまいますので、

女性の登用を考えていただいているというこ

とで、本当にありがたいなと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それは検討委員会でございまして、それか

ら立ち上げて、ちょっといろいろ調べました

ら、千葉県の佐倉市の産業振興条例の中に、

産業振興推進会議というのを持って、継続的

にその会議の中で、いろいろな施策を事業者、

消費者、行政と考えていくという、そういう

ようなところもございますので、ぜひ橋本市

も、一度千葉県の佐倉市のほうも参考にして

いただいて、産業振興推進会議も設置すると

いう形の中で取り組みをしていただけたらな

と思いますので、ぜひご検討いただきたいと

思います。 

 なかなか時間がなくて、いろいろと深いと

ころまでは質問できませんでしたけれども、

一日も早く、まず第１項目めの防災に関して

は、水の備蓄、食料の備蓄を確立していただ

きたいということと、そして、産業振興条例

に関しましては、もうずっと遅れてきてます

ので、もう本当はでき上がっていていいはず

の条例なんですよ。それがここまで引き延ば

してしまいましたので、条例つくって魂入れ

ずじゃあかんよと市長もおっしゃってました

が、そのとおりでございますので、しっかり

と魂が入るような産業振興条例にしていただ

きまして、橋本市が本当ににぎわいのあるま

ちになっていくようにお願いを申し上げて、

私の質問は終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）先ほど、土井議員

のご質問の中で、支援者を支援するサービス

のランニングコスト47万2,500円について、住

民基本台帳カードの費用も含めたということ

でご答弁をさしあげたんですけども、これは

避難者支援システムにかかる費用だけでござ

いますので、ご訂正をしておわび申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、11番 土

井君の一般質問は終わりました。 
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